
感
染
者
の
累
計
は
、
患
者
四
人
（
男
二
人
、
女
二
人
）、
感
染
者
一
八
人
（
男
一
一
人
、
女
七
人
）
で
あ
っ
た
。

第
三
節
　
社
会
福
祉
を
め
ぐ
る
新
た
な
課
題
へ
の
対
応

一　

バ
ブ
ル
経
済
期
前
後
の
貧
困
問
題

生
活
保
護
制

度
の
見
直
し

昭
和
五
十
六
（
一
九
八
一
）
年
に
厚
生
省
は
、各
都
道
府
県・各
指
定
都
市
民
生
主
管
部
（
局
）
長
に
向
け
て
「
生

活
保
護
の
適
正
実
施
の
推
進
に
つ
い
て
」（
通
称
「
一
二
三
号
通
知
」）
を
通
知
し
た
。
こ
れ
は
、
生
活
保
護
の
申

請
時
に
資
産
・
収
入
等
の
詳
細
な
申
告
書
提
出
を
要
求
す
る
ほ
か
、
福
祉
事
務
所
が
預
貯
金
の
有
無
な
ど
を
関
係
先
に
独
自
に

調
査
で
き
る
よ
う
、
あ
ら
か
じ
め
申
請
者
か
ら
包
括
的
な
「
同
意
書
」
を
提
出
さ
せ
る
と
い
っ
た
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
の
通
知

が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
、
生
活
保
護
理
由
の
手
続
き
的
権
利
や
保
護
請
求
権
を
形
骸
化
し
か
ね
な
い
動
き
、
具
体
例
と
し
て
暴

力
団
関
係
者
に
よ
る
生
活
保
護
受
給
事
件
の
発
生
な
ど
が
続
い
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

　
昭
和
五
十
八
年
に
保
護
基
準
の
算
定
方
式
は
、
格
差
縮
小
方
式
か
ら
水
準
均
衡
方
式
に
変
更
さ
れ
た
。
水
準
均
衡
方
式
は
、

総
理
府
の
諮
問
機
関
で
あ
る
第
二
次
臨
時
行
政
調
査
会
（
昭
和
五
十
六
年
発
足
）
の
答
申
を
受
け
て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
、
現
在

ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
式
の
導
入
に
伴
っ
て
生
活
保
護
基
準
は
、
当
該
年
度
に
想
定
さ
れ
る
国
民
の
消
費
動
向
や
社

会
経
済
情
勢
を
総
合
的
に
踏
ま
え
て
改
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
保
護
基
準
の
算
定
方
式
の
見
直
し
と
と
も
に
、
生
活

保
護
費
の
地
方
負
担
割
合
の
引
上
げ
が
実
施
さ
れ
た
。
国
の
負
担
割
合
は
、
昭
和
六
十
年
度
か
ら
の
四
年
間
は
、
そ
れ
ま
で
の
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一
〇
分
の
八
か
ら
暫
定
的
に
一
〇
分
の
七
に
削
減
し
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
度
に
恒
久
的
に
四
分
の
三
と
な
っ
た
。

兵
庫
県
の
生
活

保
護
の
状
況

図
99
の
と
お
り
兵
庫
県
の
生
活
保
護
の
被
保
護
世
帯
数
及
び
被
保
護
人
員
は
、
昭
和
五
十
年
代
後
半
に
そ
れ

ぞ
れ
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
五
十
九
年
度
を
ピ
ー
ク
に
逓
減
し
て
い
っ
た
。
保
護
費
総
額
は
、
昭
和
五
十

九
年
度
ま
で
増
加
を
続
け
、
六
十
年
代
に
横
ば
い
と
な
り
、
平
成
三
年
頃
か
ら
逓
増
し
て
い
っ
て
い
る
。

　
兵
庫
県
内
の
被
保
護
世
帯
の
構
成
比
は
、
昭
和
五
十
五
年
が
傷
病
障
害
者
世
帯
四
五
％
、
高
齢
者
世
帯
三
三
％
、
母
子
世
帯

一
三
％
、
そ
の
他
九
％
、
六
十
二
年
が
傷
病
障
害
者
世
帯
四
五
％
、
高
齢

者
世
帯
三
四
％
、
母
子
世
帯
一
四
％
、
そ
の
他
七
％
と
な
っ
て
い
た
。
平

成
六
年
度
に
な
る
と
、
傷
病
障
害
者
世
帯
四
三
％
、
高
齢
者
世
帯
四
二
％
、

母
子
世
帯
九
％
、
そ
の
他
六
％
と
な
り
、
高
齢
者
世
帯
の
占
め
る
割
合
が

高
ま
っ
て
い
る
。
世
帯
主
あ
る
い
は
世
帯
員
が
働
き
な
が
ら
保
護
を
受
け

て
い
る
世
帯
は
、平
成
六
年
度
平
均
で
全
世
帯
の
一
三
％
（
神
戸
市
を
除
く
）

で
あ
っ
た
。
被
保
護
人
員
は
、
図
100
の
と
お
り
市
部
で
約
九
割
を
占
め
て

い
た
ほ
か
、
宝
塚
市
の
割
合
が
低
下
し
、
加
古
川
市
の
そ
れ
が
増
大
し
て

い
る
。

　
こ
の
時
期
の
生
活
保
護
の
開
始
に
至
っ
た
理
由
は
、
昭
和
四
十
年
代
、

五
十
年
代
と
同
じ
く
疾
病
が
最
多
と
な
っ
て
い
た
。
平
成
六
年
九
月
時
点

で
は
、
世
帯
主
の
疾
病
に
よ
る
も
の
が
全
開
始
世
帯
の
七
四
・
六
％
（
神
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戸
市
を
除
く
）
を
占
め
て
い
る
。
兵
庫
県
内
の
生
活
保
護
の
保
護
率
（
人

口
一
〇
〇
人
当
た
り
の
保
護
人
員
）
は
、
昭
和
五
十
五
年
度
に
一・〇
九
％
、

六
十
年
度
に
一
・
一
二
％
、
平
成
二
年
度
に
〇
・
九
〇
％
と
、
一
％
を

下
回
る
水
準
ま
で
低
下
し
た
。

　
生
活
保
護
が
必
要
か
つ
自
宅
で
の
生
活
が
困
難
な
者
を
保
護
施
設
へ

入
所
さ
せ
る
対
応
も
引
き
続
き
行
わ
れ
た
。
平
成
六
年
時
点
の
兵
庫
県

内
で
の
保
護
施
設
の
設
置
状
況
は
、
救
護
施
設
が
七
カ
所
（
定
員
四
五

〇
人
）、
更
生
施
設
が
一
カ
所
（
定
員
五
〇
人
）、
医
療
保
護
施
設
が
二
カ

所
（
定
員
三
〇
五
人
）、
授
産
施
設
が
一
カ
所
（
定
員
三
〇
人
）
で
あ
っ
た
。

　
な
お
、
昭
和
五
十
六
年
度
に
兵
庫
県
は
、
被
保
護
世
帯
自
立
援
護
促

進
事
業
を
開
始
し
た
。
こ
れ
は
、
県
単
独
で
行
わ
れ
た
生
活
保
護
法
の

法
外
援
護
事
業
に
な
る
。
事
業
開
始
時
の
内
容
に
は
、
高
等
学
校
等
就

学
援
護
金
支
給
事
業
（
年
額
三
万
六
〇
〇
〇
円
の
資
金
を
支
給
し
、
自
立
の

促
進
を
図
る
）
と
中
学
卒
業
者
就
職
激
励
品
支
給
事
業
（
一
万
円
相
当
の

品
物
の
支
給
）
の
二
つ
が
含
ま
れ
た
。

　
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
な
い
低
所
得
者
・
世
帯
に
対
し
て
は
、
昭
和
三
十
年
に
導
入
さ
れ
た
世
帯
更
生
資
金
貸
付
制
度
に

基
づ
い
て
の
支
援
が
実
施
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
制
度
は
、
低
所
得
者
・
世
帯
に
更
正
資
金
、
身
体
障
害
者
更
正
資
金
、
生
活
資
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金
等
の
貸
付
を
実
施
す
る
内
容
に
な
る
。
平
成
二
年
に
世
帯
更
生
資
金
貸
付
制
度
は
、
生
活
福
祉
資
金
貸
付
制
度
に
名
称
が
変

更
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
資
金
の
貸
付
（
五
二
万
円
ま
で
、
六
年
以
内
）
が
追
加
さ
れ
た
。
兵
庫
県

内
の
世
帯
更
生
資
金
及
び
生
活
福
祉
資
金
の
貸
付
決
定
額
は
、
昭
和
五
十
五
年
度
が
三
億
二
三
四
一
万
円
（
五
一
七
件
）、
六
十

年
度
が
二
億
四
八
九
万
円
（
二
四
五
件
）、
平
成
二
年
度
が
三
億
七
六
八
三
万
円
（
三
二
八
件
）
で
あ
っ
た
。

二　

年
金
制
度
の
抜
本
改
正

新
年
金
制

度
の
誕
生

昭
和
三
十
四
年
の
国
民
年
金
法
の
制
定
を
受
け
て
、昭
和
三
十
六
年
に
国
民
皆
年
金
体
制
が
実
現
し
た
。
し
か
し
、

高
齢
化
社
会
へ
の
移
行
や
核
家
族
化
の
進
展
に
よ
っ
て
、
私
的
扶
養
は
困
難
に
な
っ
て
い
く
。
ま
た
、
制
定
時

の
年
金
制
度
は
、自
営
業
者
や
農
林
漁
業
者
等
を
対
象
と
す
る
国
民
年
金
、民
間
被
用
者
を
対
象
と
す
る
厚
生
年
金
保
険
（
以
下
、

厚
生
年
金
）、
船
員
保
険
、
公
務
員
等
を
対
象
と
す
る
五
つ
の
共
済
組
合
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
に
給
付
と
負
担
を
設
計
し

て
い
た
。
そ
の
た
め
に
給
付
や
負
担
の
面
で
の
制
度
間
格
差
、
就
業
構
造
・
産
業
構
造
の
変
化
に
伴
う
制
度
基
盤
の
弱
体
化
と

い
っ
た
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
た
。

　
そ
う
し
た
中
で
昭
和
五
十
七
年
一
月
に
国
民
年
金
は
、
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
等
の
加
入
に
よ
っ
て
、
被
保
険
者
の
国

籍
要
件
が
撤
廃
さ
れ
た
。
昭
和
六
十
年
に
は
国
民
年
金
法
の
改
正
で
、
年
金
制
度
そ
の
も
の
が
抜
本
的
に
見
直
さ
れ
た
。
国
民

年
金
の
適
用
を
全
て
の
国
民
に
拡
大
し
、
全
国
民
共
通
の
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
（
昭
和
六
十
一
年
よ
り
運
用
開
始
）。
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
は
、
原
則
と
し
て
報
酬
比
例
の
年
金
を
支
給
す
る
「
基
礎
年
金

の
上
乗
せ
」
の
制
度
と
し
て
再
編
成
さ
れ
た
。
厚
生
年
金
は
、
老
齢
厚
生
年
金
（
六
十
歳
か
ら
六
十
五
歳
ま
で
の
特
別
支
給
及
び
六
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十
五
歳
か
ら
の
支
給
の
二
種
類
）、
障
害
厚
生
年
金
、
障
害
手
当
金
、
遺
族
厚

生
年
金
を
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
加
え
て
厚
生
年
金
の
給
付
水
準
の
適

正
化
（
加
入
期
間
の
伸
長
に
合
わ
せ
て
年
金
額
計
算
式
の
単
価
・
乗
率
を
逓
減
さ
せ
、

給
付
水
準
を
抑
制
）、
女
性
の
老
齢
厚
生
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
引
上
げ
（
昭

和
七
十
五
年
ま
で
に
五
十
五
歳
か
ら
六
十
歳
）、
五
人
未
満
の
法
人
事
業
所
に
対

す
る
厚
生
年
金
の
適
用
の
拡
大
が
、
そ
れ
ぞ
れ
図
ら
れ
て
い
る
。
被
用
者
の
被
扶
養
配
偶
者
（
妻
）
の
国
民
年
金
の
適
用
を
、

そ
れ
ま
で
の
任
意
加
入
か
ら
強
制
加
入
に
改
め
、
配
偶
者
本
人
に
自
分
名
義
の
基
礎
年
金
を
支
給
す
る
と
い
っ
た
女
性
の
年
金

受
給
権
の
確
立
も
な
さ
れ
た
（
後
述
す
る
第
三
号
被
保
険
者
制
度
の
導
入
）。

　
制
度
の
見
直
し
に
よ
り
新
た
に
設
け
ら
れ
た
基
礎
年
金
は
、
あ
ら
か
じ
め
一
定
の
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て

年
金
を
支
給
す
る
方
式
で
、
そ
の
被
保
険
者
は
強
制
加
入
被
保
険
者
と
任
意
加
入
被
保
険
者
に
分
類
さ
れ
る
。
強
制
加
入
被
保

険
者
は
、第
一
号
被
保
険
者
が
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
二
十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
者
（
第
二
号・第
三
号
被
保
険
者
は
除
く
）、

第
二
号
被
保
険
者
が
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
及
び
共
済
組
合
の
組
合
員
、
第
三
号
被
保
険
者
が
厚
生
年
金
の
被
保
険
者
及
び
共

済
組
合
の
組
合
員
の
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
っ
て
二
十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
者
に
な
る
。
任
意
加
入
被
保
険
者
（
第
一
号
被
保

険
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
）
は
、
①
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
二
十
歳
以
上
六
十
歳
未
満
の
者
で
あ
っ
て
、
厚
生
年
金
や
共

済
組
合
の
老
齢
（
退
職
）
年
金
の
受
給
権
者
、
②
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
者
、
③
日
本
国

内
に
住
所
を
有
し
な
い
二
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
日
本
国
民
、
以
上
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
な
る
。

　
基
礎
年
金
の
保
険
料
に
つ
い
て
、
第
一
号
被
保
険
者
（
任
意
加
入
被
保
険
者
を
含
む
）
の
そ
れ
は
、
年
齢
や
所
得
に
関
係
な
く

写真 174　�婦人の年金権
の確立（『厚生
白書（昭和 62
年度版）』より
引用）
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定
額
制
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
よ
り
高
額
の
年
金
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
た
め
に
、
定
額
保
険
料
に
上
積
み
し
て
納
付

す
る
付
加
保
険
料
の
制
度
も
存
在
し
て
い
た
。
第
二
号
被
保
険
者
及
び
第
三
号
被
保
険
者
は
、
個
別
に
保
険
料
を
納
付
す
る
必

要
は
な
く
、
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
が
国
民
年
金
に
対
し
て
、
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
の
被
保
険
者
（
第
二
号
被
保
険
者
）
及
び

そ
の
被
扶
養
配
偶
者
（
第
三
号
被
保
険
者
）
の
数
に
応
じ
、
国
民
年
金
の
保
険
料
に
相
当
す
る
拠
出
金
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
第
一
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、収
入
に
応
じ
て
保
険
料
の
免
除
（
法
定
免
除
と
申
請
免
除
の
二
種
類
）
が
認
め
ら
れ
た
。

基
礎
年
金
は
、
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族
基
礎
年
金
、
寡

婦
年
金
、
死
亡
一
時
金
、
付
加
年
金
を
支
給
し
た
。

　
他
方
で
昭
和
三
十
四
年
に
設
け
ら
れ
た
福
祉
年
金
は
、
六
十
一
年
に
制

度
の
見
直
し
で
老
齢
福
祉
年
金
の
み
が
残
り
、
障
害
福
祉
年
金
、
母
子
福

祉
年
金
、
準
母
子
福
祉
年
金
は
基
礎
年
金
に
移
行
・
統
合
さ
れ
て
い
る
。

老
齢
福
祉
年
金
は
、
全
額
国
庫
負
担
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、
一
定
以
上

の
所
得
の
あ
る
者
、
他
の
公
的
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
は
支

給
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
女
性
の
年
金
権
の
確
立
を
は
じ
め
と
し
た
年
金
制
度
の
抜
本
的
な
見
直

し
に
伴
い
、
図
101
の
と
お
り
兵
庫
県
内
の
基
礎
年
金
の
被
保
険
者
数
（
第

二
号
被
保
険
者
数
を
除
く
）
は
、
昭
和
六
十
一
年
度
か
ら
増
加
し
て
い
っ
た
。
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平
成
初
期
の

年
金
制
度

平
成
初
期
に
、
年
金
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
平
成
元
年
の
制
度
改
正
に
よ
っ
て
、
①
年
金
額
を
前
年

度
の
消
費
者
物
価
上
昇
率
に
応
じ
て
改
定
す
る
完
全
自
動
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
の
導
入
、
②
二
十
歳
以
上
の
全

学
生
の
国
民
年
金
へ
の
強
制
加
入
、
③
国
民
年
金
基
金
の
創
設
が
な
さ
れ
た
。
二
十
歳
以
上
の
全
学
生
の
国
民
年
金
へ
の
強
制

加
入
は
、
学
生
時
代
に
障
害
・
死
亡
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
年
金
保
障
を
図
る
ね
ら
い
が
あ
り
、
老
後
に
は
満
額
の
年
金
が

受
け
ら
れ
る
仕
組
み
に
も
な
っ
て
い
た
。
国
民
年
金
基
金
は
、
自
営
業
者
等
へ
の
旧
来
の
付
加
年
金
に
代
わ
る
基
礎
年
金
の
上

乗
せ
部
分
と
し
て
創
設
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、
都
道
府
県
ご
と
に
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
平
成
六
年
の
制
度
改
正
で
は
、
①
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金
の
定
額
部
分
支
給
開
始
年
齢
の
引
上
げ
（
平
成
十
三
年
度
か
ら

支
給
開
始
年
齢
を
段
階
的
に
六
十
歳
か
ら
六
十
五
歳
ま
で
引
上
げ
）、
②
在
職
老
齢
年
金
（
六
十
歳
以
上
で
就
労
し
賃
金
を
得
て
い
る
者
が

受
給
す
る
老
齢
厚
生
年
金
）
の
改
正
、
③
年
金
額
の
改
正
方
式
の
見
直
し
、
④
育
児
休
業
期
間
中
の
厚
生
年
金
の
保
険
料
（
本
人

負
担
分
）
免
除
、
⑤
厚
生
年
金
に
係
る
賞
与
等
か
ら
の
特
別
保
険
料
（
一
％
）
の
徴
収
等
が
決
定
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
在
職
老

齢
年
金
は
、
高
齢
者
雇
用
の
促
進
の
観
点
か
ら
、
賃
金
の
増
加
に
応
じ
て
賃
金
と
年
金
の
合
計
額
が
増
加
す
る
よ
う
に
改
め
ら

れ
て
い
る
（
月
収
と
年
金
額
の
合
計
が
三
四
万
円
ま
で
）。

　
こ
う
し
た
年
金
制
度
の
見
直
し
を
背
景
に
、
兵
庫
県
内
の
年
金
加
入
者
数
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
末
時
点
で
国
民
年
金

一
〇
九
万
七
〇
八
一
人
、
厚
生
年
金
九
九
万
六
〇
六
六
人
、
六
十
年
度
に
国
民
年
金
九
五
万
三
六
五
二
人
、
厚
生
年
金
一
〇
二

万
二
九
九
七
人
、
平
成
二
年
度
に
国
民
年
金
一
二
二
万
六
六
〇
四
人
、
厚
生
年
金
一
〇
九
万
五
〇
六
九
人
と
推
移
し
て
い
っ
た
。

こ
の
ほ
か
厚
生
年
金
と
国
民
年
金
の
積
立
金
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
県
内
に
お
け
る
昭
和
五
十
五
年
度
か
ら
平
成
六
年
度
ま
で

の
年
金
福
祉
事
業
団
の
融
資
総
額
が
六
六
九
六
億
円
（
九
万
七
七
六
三
件
、
全
て
厚
生
年
金
に
基
づ
く
融
資
）、
特
別
地
方
債
の
融
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資
総
額
が
厚
生
年
金
分
で
三
六
七
二
億
円
（
一
四
九
八
件
）、
国
民
年
金
分
で
二
〇
七
六
億
円
（
一
七
九
六
件
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ

及
ん
で
い
た
。

三　

母
子
・
父
子
福
祉
と
女
性
の
保
護
の
拡
充

母
子
・
父
子

世
帯
の
福
祉

表
60
の
と
お
り
昭
和
六
十
年
に
兵
庫
県
内
で
の
母
子
世
帯
（
便
宜
上
「
母
子
家
庭
」
と
表
記
す
る
場
合
も
あ
る
）
及

び
父
子
世
帯
の
総
数
は
、
約
二
万
七
〇
〇
〇
世
帯
に
達
し
、
平
成
二
年
も
ほ
ぼ
同
程
度
で
推
移
し
て
い
る
。

母
子
世
帯
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
離
婚
、
未
婚
の
母
、
遺
棄
の
増
加
に
よ
る
も
の
が
多
く
、
そ
れ
が
抱
え
る
問
題
も
経

済
上
の
も
の
か
ら
人
間
関
係
に
至
る
ま
で
複
雑
か
つ
多
様
化
し
て
い
た
。
母
子
世
帯
の
世
帯
主
の
若
年
化
も
進
み
、
特
に
三
十

歳
代
の
増
加
が
顕
著
で
あ
っ
た
。

　
昭
和
三
十
九
年
に
制
定
さ
れ
た
母
子
福
祉
法
は
、
五
十
六
年
に
改
正
さ
れ
、
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、

児
童
が
成
人
し
た
寡
婦
に
つ
い
て
も
、
そ
の
自
立
が
充
分
で
な
い
こ
と
か
ら
、
寡
婦
に
対
す
る
福
祉
の
措
置
を
付
加
し
た
も
の

で
あ
る
。
同
法
に
基
づ
き
、
母
子
相
談
員
に
よ
る
相
談
指
導
体
制
が
維
持
さ
れ
た
。
兵
庫
県
内
の
母
子
相
談
員
の
相
談
件
数
は
、

昭
和
五
十
五
年
度
が
一
万
七
七
〇
一
件
、
六
十
年
度
が
二
万
二
五
六
四
件
、
平
成
二
年
度
が
二
万
三
五
一
七
件
を
、
そ
れ
ぞ
れ

記
録
し
て
い
る
。
相
談
の
内
容
は
、
生
活
一
般
と
生
活
援
護
が
中
心
で
あ
っ
た
。

　
母
子
福
祉
団
体
等
の
活
動
の
拠
点
で
、
母
子
世
帯
か
ら
の
各
種
相
談
へ
の
対
応
や
生
活
指
導
及
び
生
業
指
導
等
の
役
割
を
担

う
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
こ
の
時
期
に
一
部
再
編
が
行
わ
れ
た
。
具
体
的
に
は
加
古
川
市
総
合
福
祉
会
館
が
新
た
に
開
設
さ

れ
、
洲
本
市
母
子
会
館
と
春
日
町
立
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
平
成
初
期
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
平
成
六
年
四
月
時
点
で
の
兵
庫
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県
内
の
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
兵
庫
県
母
子
会
館
（
神
戸
市
中
央
区
）、

神
戸
市
立
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
神
戸
市
兵
庫
区
母
子
福
祉
会
む
つ
み
会

館
、
尼
崎
市
立
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
明
石
市
立
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
、

西
宮
市
立
母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
加
古
川
市
総
合
福
祉
会
館
、
赤あ
こ
穂う

市
立

母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
八
カ
所
で
あ
っ
た
。
母
子
休
養
ホ
ー
ム
は
、
温
泉

町
に
お
い
て
運
営
が
継
続
さ
れ
、
平
成
初
期
に
県
民
保
養
荘
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
母
子
世
帯
に
年
金
を
支
給
す
る
母
子
（
準
母
子
）
福
祉
年
金
及

び
母
子
（
準
母
子
）
年
金
の
両
制
度
は
、
昭
和
六
十
一
年
を
も
っ
て
基
礎

年
金
（
遺
族
基
礎
年
金
）
に
統
合
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
児
童
扶
養
手
当
は
、

そ
の
根
拠
法
で
あ
る
児
童
扶
養
手
当
法
が
昭
和
六
十
年
に
改
正
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
児
童
扶
養
手
当
が
、
そ
れ
ま
で
の
母
子
福
祉
年
金
の
補
完

的
制
度
か
ら
、
母
子
世
帯
の
生
活
の
安
定
と
自
立
促
進
を
通
じ
て
児
童
の

健
全
育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
福
祉
制
度
に
改
め
ら
れ
た
。
制
度

の
改
正
に
伴
っ
て
、
所
得
に
応
じ
た
二
段
階
の
手
当
額
の
導
入
等
が
行
わ
れ
て
い
る
。
兵
庫
県
内
の
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
者

は
、
昭
和
五
十
五
年
度
に
一
万
九
七
八
七
人
、
六
十
年
度
に
二
万
六
九
四
六
人
、
平
成
二
年
度
に
二
万
四
五
六
七
人
と
推
移
し

た
。

表60　母子・父子世帯の状況

兵庫県
神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市

母子世帯
父子世帯

母子世帯
父子世帯

母子世帯
父子世帯

母子世帯
父子世帯

母子世帯
父子世帯

母子世帯
父子世帯

昭和55年 18,404
3,970

6,096
1,258

1,919
359

2,410
607

989
206

1,321
294

昭和60年 22,802
4,657

7,809
1,453

2,301
441

3,065
678

1,230
231

1,625
329

平成 2年 22,884
4,526

7,979
1,323

2,270
402

2,627
608

1,267
293

1,722
343

（注）�母子世帯、父子世帯について、昭和55年、60年は、死別又は離別の女親・
男親と、その未婚の20歳未満の子供のみから成る一般世帯（他の世帯員が
いないもの）、平成2年は、未婚、死別又は離別の女親・男親と、その未婚
の20歳未満の子供のみから成る一般世帯（他の世帯員がいないもの）と定
義づけられている。� （「国勢調査」より作成）
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母
子
世
帯
や
寡
婦
へ
の
資
金
の
貸
付
は
、
引
き
続
き
実
施
さ
れ
た
。
修
学
資
金
、
就
学
支
度
資
金
、
事
業
開
始
資
金
、
住
宅

資
金
等
で
構
成
さ
れ
る
母
子
福
祉
資
金
の
貸
付
件
数
並
び
に
金
額
は
、
図
102
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
八
割
を
児
童
の

就
学
の
た
め
の
資
金
利
用
（
修
学
資
金
、
就
学
支
度
資
金
）
が
占
め
て
い
た
。
他
方
で
、
寡
婦
世
帯
の
経
済
的
自
立
助
長
を
促
す

こ
と
を
目
的
に
設
け
ら
れ
た
寡
婦
福
祉
資
金
は
、
図
103
の
と
お
り
貸
付
件
数
並
び
に
金
額
が
減
少
傾
向
に
あ
る
。
付
言
し
て
お

く
と
寡
婦
福
祉
資
金
は
、
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
の
制
定
で
、
昭
和
五
十
七
年
に
要
綱
か
ら
法
に
基
づ
く
制
度
に
変
更
さ
れ
た
。

母
子
福
祉
資
金
や
寡
婦
福
祉
資
金
の
貸
付
を
受
け
て
自
営
業
を
営
み
生
計
を
維
持
す
る
母
子
世
帯
・
寡
婦
へ
の
サ
ポ
ー
ト
も
な

さ
れ
て
い
た
。
昭
和
六
十
三
年
度
に

は
新
た
に
自
営
業
の
経
営
を
安
定
・

発
展
さ
せ
て
生
活
の
安
定
を
図
る
た

め
、
商
工
会
議
所
や
商
工
会
な
ど
の

協
力
を
得
て
経
営
者
養
成
講
習
会
が

実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
、
母
子
世
帯
へ

の
諸
種
の
支
援
策
（
母
子
福
祉
小
口

資
金
貸
付
制
度
、
母
子
世
帯
向
け
公
営

住
宅
の
確
保
、
講
習
会
を
は
じ
め
と
す

る
自
立
促
進
対
策
な
ど
）
が
行
わ
れ
た
。
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兵
庫
県
婦
人
共
励
会
に
委
託
さ
れ
て
い
た
母
子
世
帯
へ
の
介
護
人
派
遣
は
、
昭
和
六
十
年
度
に
父
子
世
帯
が
対
象
に
含
ま
れ
る

に
至
っ
た
。

　
平
成
期
に
な
る
と
兵
庫
県
婦
人
共
励
会
へ
の
委
託
事
業
と
し
て
、
母
子
家
庭
等
生
活
指
導
強
化
事
業
（
い
き
い
き
講
座
）
が

導
入
さ
れ
て
い
る
。
平
成
二
年
に
は
、
児
童
相
談
所
を
実
施
機
関
と
す
る
子
育
て
家
庭
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
事
業
が
開
始
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
母
子
世
帯
の
母
等
が
疾
病
等
の
た
め
短
期
間
児
童
の
養
育
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
、
当
該
児
童
を
指
定
さ
れ
た
児

童
福
祉
施
設
等
に
一
時
保
護
（
原
則
と
し
て
七
日
以
内
、
特
例
の
場
合
一
カ
月
以
内
）
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
昭
和
五
十
四

年
に
県
の
開
始
し
た
母
子
家
庭
医
療
費
給
付
助
成
事
業
は
、
平
成
元
年
度
に
児
童
の
給
付
対
象
の
期
限
が
「
満
十
八
歳
」
か
ら

「
満
十
八
歳
と
な
っ
た
年
度
の
末
日
ま
で
」
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
施
設
で
あ
る
母
子
寮
は
、
平
成
六
年
時
点
で
公
立
の
も
の
と
し
て
神
戸
市
立
ひ
よ
ど
り
荘
、
尼
崎
市

母
子
寮
、
藤
江
母
子
寮
（
明
石
市
）、
西
宮
市
立
母
子
寮
、
洲
本
市
立
母
子
寮
が
置
か
れ
て
い
た
。
社
会
福
祉
法
人
が
設
置
主
体

の
母
子
寮
も
兵
庫
県
内
の
各
所
に
存
在
し
て
い
る
。

女
性
の

保
護

兵
庫
県
内
の
経
済
的
理
由
や
家
庭
的
理
由
で
生
活
苦
に
陥
る
な
ど
し
て
い
た
女
性（「
婦
人
」と
呼
称
す
る
場
合
も
多
い
）

へ
の
支
援
は
、
兵
庫
県
立
婦
人
相
談
所
が
継
続
し
て
担
っ
て
い
た
。
平
成
元
年
に
兵
庫
県
立
婦
人
相
談
所
は
、
神

戸
市
内
で
新
築
・
移
転
と
な
り
、
名
称
を
兵
庫
県
立
婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー
に
改
め
て
い
る
。
名
称
変
更
後
も
同
セ
ン
タ
ー
は
、

相
談
専
用
電
話
「
婦
人
の
悩
み
ほ
っ
と
ラ
イ
ン
」
に
よ
る
電
話
相
談
、
調
査
・
判
定
、
一
時
保
護
、
婦
人
保
護
施
設
へ
の
入
所

措
置
の
決
定
、
ポ
ス
タ
ー
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
・
配
布
等
の
啓
発
活
動
、
関
係
機
関
（
国
、
県
、
市
、
婦
人
相
談
員
設
置
市
、

県
内
婦
人
保
護
施
設
等
）
と
の
連
携
、研
修
（
県
内
の
婦
人
相
談
員
、母
子
相
談
員
等
と
の
情
報
交
換
や
研
究
討
議
）
な
ど
の
役
割
を
担
っ

第二編　経済優先から生活文化重視へ

444



た
。
平
成
六
年
時
点
で
婦
人
相
談
員
は
、
県
に
三
人
、
神
戸
、

尼
崎
、
明
石
、
西
宮
、
加
古
川
の
各
市
に
二
二
人
が
配
置
さ

れ
て
い
た
。

　
昭
和
五
十
五
年
度
か
ら
平
成
六
年
度
に
か
け
て
の
県
立
婦

人
相
談
所
及
び
県
立
婦
人
相
談
セ
ン
タ
ー
の
年
度
別
処
理
状

況
は
、
図
104
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
と
し
て
売
春
に

係
る
対
応
は
激
減
し
、
離
婚
・
別
居
・
夫
婦
の
問
題
な
ど
家

庭
の
こ
と
、
精
神
的
不
安
や
身
体
の
異
常
な
ど
心
身
の
悩
み
、

求
職
・
離
職
な
ど
職
業
問
題
が
主
流
に
な
っ
て
い
た
。
相
談

に
つ
い
て
も
来
庁
で
は
な
く
、
大
部
分
が
電
話
に
よ
る
も
の

に
変
化
し
た
。

　
婦
人
保
護
施
設
は
、
平
成
六
年
時
点
で
兵
庫
県
内
に
神
戸
婦
人
寮
（
定
員
四
〇
人
）、
姫
路
婦
人
寮
（
定
員
四
〇
人
）
の
二
カ

所
が
置
か
れ
て
い
た
。
加
え
て
兵
庫
県
は
、
千
葉
県
の
長
期
収
容
施
設
か
に
た
婦
人
の
村
で
七
人
の
枠
を
契
約
し
て
い
た
。

四　

援
護
行
政
の
伸
展

戦
争
犠
牲

者
の
援
護

旧
軍
人
・
軍
属
へ
の
恩
給
の
支
給
、
戦
没
者
遺
族
等
・
戦
傷
病
者
・
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
援
護
は
、
昭
和
五
十

年
代
以
降
も
内
容
の
一
部
を
見
直
し
つ
つ
実
施
さ
れ
た
。
軍
人
恩
給
の
う
ち
昭
和
六
十
三
年
時
点
で
の
兵
庫
県
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内
の
旧
軍
人
・
軍
属
の
普
通
恩
給
と
普
通
扶
助
料
の
受
給
状
況
は
、
表
61
の
と
お
り
で
あ
る
。
平
成
六
年
度
末
に
は
普
通
恩
給

の
受
給
者
が
二
万
九
二
二
四
人
、
普
通
扶
助
料
の
受
給
者
が
二
万
四
五
六
四
人
と
な
っ
た
。
普
通
恩
給
や
普
通
扶
助
料
は
、
最

低
保
障
額
の
見
直
し
、
引
き
上
げ
が
続
け
ら
れ
て
い
た
。
図
105
は
、
戦
傷
病
者
手
帳
保
持
者
の
推
移
を
示
し
て
い
る
。
平
成
六

年
度
の
県
内
で
の
手
帳
保
持
者
は
四
一
七
七
人
で
、
そ
の
後
も
減
少
の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
（
平
成
二
十
七
年
度
の
手
帳

保
持
者
は
五
三
三
人
）。
県
内
の
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
は
健
康
診
断
（
一
般
検
査
、
精
密
検
査
、
肝
臓
機
能
検
査
等
）
の
実
施
及
び
各

種
手
当
の
支
給
が
維
持
さ
れ
た
。
各
種
手
当
の
支
給
状
況
は
、
昭
和
六
十
二
年
度
末
時
点
で
延
べ
支
給
件
数
が
四
万
六
〇
三
八

件
、
支
給
額
が
一
二
億
一
三
二
八
万
円
で
あ
っ
た
。
な
お
、
兵
庫
県
の
戦
争
犠
牲
者
へ
の
援
護
事
業
を
担
当
し
て
き
た
民
生
部

援
護
課
は
、
平
成
三
年
四
月
に
民
生
部
を
福
祉
部
と
、
援
護
課
を
地
域
福
祉
課
か
ら
生
活
保
護
業
務
を
継
承
の
う
え
援
護
福
祉

課
と
、
そ
れ
ぞ
れ
改
称
し
た
。

　
新
た
に
開
始
さ
れ
た
事
業
と
し
て
、
援
護
関
係
団
体
会
員
の
功
績
を
た
た
え
る
ほ
か
、
戦
争
の
悲
惨
さ
や
命
の
尊
さ
へ
の
認

識
を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
、
平
和
の
大
切
さ
を
若
い
世
代
に
語
り
伝
え
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
兵
庫
県
援
護
福
祉
大
会
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
昭
和
六
十
二
年
か
ら
毎

年
開
催
さ
れ
、
大
会
で
は
援
護
福
祉
に
貢
献
の
あ
っ
た
援
護
団
体
会
員
へ
の
知
事

表
彰
状
・
知
事
感
謝
状
の
贈
呈
、
戦
没
者
や
そ
の
遺
族
に
対
す
る
理
解
と
平
和
の

祈
念
へ
の
動
機
づ
け
と
な
る
よ
う
戦
争
体
験
の
発
表
等
が
行
わ
れ
た
。

　
平
成
三
年
四
月
に
ソ
ビ
エ
ト
連
邦（
現
ロ
シ
ア
連
邦
）の
ミ
ハ
イ
ル・ゴ
ル
バ
チ
ョ

フ
大
統
領
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
シ
ベ
リ
ア
な
ど
で
抑
留
中
に
死
亡
し
た
三

表61　�旧軍人・軍属の普通恩給と
普通扶助料の受給状況

� （単位：百万円）

種別 受給人数 支給金額
（1）普通恩給　
（2）普通扶助料

41,600
20,900

18,890
� 9,260

計 62,500 28,150
（注1）�受給人員は、恩給局受給権調査

の結果、把握した兵庫県内居住
者で昭和63年12月1日現在の推計
人員である。

（注2）�支給金額は、実在職年6年未満の
最低保障額を乗じて得た推定額
である。

�（『兵庫県民福祉白書』を参照して作成）
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万
八
六
四
七
人
の
名
簿
を
携
え
て
来
日
し
た
。
同
時
期
に
多
く
の
抑
留
者
の
い
た

モ
ン
ゴ
ル
人
民
共
和
国
（
現
モ
ン
ゴ
ル
国
）
政
府
か
ら
も
抑
留
中
死
亡
者
の
名
簿

が
提
供
さ
れ
た
。
厚
生
省
は
、
名
簿
を
翻
訳
し
て
資
料
と
突
き
合
わ
せ
た
上
、
各

都
道
府
県
に
遺
族
の
所
在
等
の
確
認
調
査
を
依
頼
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を

受
け
て
、
兵
庫
県
は
市
町
に
戸
籍
の
提
出
を
求
め
、
遺
族
の
確
認
調
査
を
行
っ
た
。

遺
族
の
判
明
し
た
死
没
者
に
は
、
厚
生
省
か
ら
遺
族
に
対
し
て
埋
葬
地
や
死
亡
年

月
日
な
ど
の
通
知
が
な
さ
れ
た
。

　
戦
傷
病
者
の
援
護
に
関
し
て
、
兵
庫
県
は
昭
和
四
十
五
年
度
か
ら
戦
傷
病
者
機

能
回
復
療
養
事
業
を
実
施
し
て
い
た
が
、
昭
和
六
十
二
年
度
を
も
っ
て
終
了
し
た
。

昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
は
、
重
度
戦
傷
病
者
更
生
援
護
事
業
が
開
始
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
こ
ち
ら
も
県
に
よ
る
単
独
援
護
事
業
で
、
肢
体
不
自
由
及
び
中
枢
神

経
障
害
を
有
す
る
重
度
（
概
ね
第
七
項
症
以
上
）
の
戦
傷
病
者
を
対
象
に
、
戦
傷
病
者
機
能
回
復
療
養
事
業
と
リ
ハ
ビ
リ
技
術
習

得
訓
練
を
提
供
す
る
内
容
に
な
る
。
平
成
四
年
度
の
事
業
終
了
ま
で
に
、
延
べ
一
〇
〇
〇
人
が
参
加
し
た
。
平
成
五
年
度
か
ら

は
県
の
単
独
援
護
事
業
と
し
て
、
戦
傷
病
者
の
健
康
と
生
き
が
い
づ
く
り
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
平
成
九
年
度

ま
で
の
五
カ
年
計
画
で
、
入
湯
治
療
、
健
康
管
理
と
生
き
が
い
づ
く
り
講
話
、
援
護
及
び
健
康
管
理
個
別
相
談
、
高
齢
者
向
け

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
実
技
、
リ
ハ
ビ
リ
技
術
の
実
習
な
ど
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
兵
庫
県
傷
痍
軍
人
会
に
委
託
さ

れ
た
。
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こ
れ
ら
に
加
え
て
、
昭
和
六
十
三
年
五
月
制
定
の
平
和
祈
念
事
業
特
別
基
金
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
同
年
七
月
に
平

和
祈
念
事
業
特
別
基
金
（
総
理
府
所
管
の
認
可
法
人
）
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
団
体
は
、
恩
給
欠
格
者
と
戦
後
強
制
抑
留
者
へ
の

内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状
・
銀
杯
等
の
贈
呈
、
平
成
三
年
か
ら
は
国
の
引
揚
者
特
別
交
付
金
の
支
給
を
受
け
た
引
揚
者
へ
の
同

書
状
の
贈
呈
を
担
当
し
た
。
後
者
に
関
連
し
て
兵
庫
県
は
総
理
府
の
委
託
を
受
け
、
平
成
三
年
度
よ
り
引
揚
者
等
に
対
す
る
特

別
交
付
金
受
給
者
の
確
認
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

中
国
帰
国

者
の
援
護

昭
和
四
十
七
年
に
日
本
と
中
国
の
国
交
が
回
復
さ
れ
た
後
は
、
残
留
邦
人
の
永
住
帰
国
に
要
す
る
旅
費
、
引
き

続
き
中
国
に
在
住
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
が
親
族
訪
問
や
墓
参
等
の
目
的
で
一
時
帰
国
す
る
場
合
の
旅
費
、

滞
在
費
及
び
旅
券
取
得
費
用
を
国
が
負
担
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
当
初
は
、
残
留
邦
人
が
永
住
帰
国
ま
た
は
一
時
帰
国
の
ど
ち

ら
か
を
選
択
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
に
施
策
の
改
善
が
図
ら
れ
て
い
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
再
帰
国
援
護
（
一

時
帰
国
経
験
者
に
対
す
る
永
住
帰
国
援
護
）
の
開
始
（
昭
和
五
十
四
年
）、
身
元
未
判
明
孤
児
に
対
す
る
永
住
帰
国
援
護
の
開
始
（
六

十
年
）、
再
一
時
帰
国
援
護
（
一
時
帰
国
後
概
ね
一
〇
年
経
過
し
た
者
等
に
対
す
る
再
度
の
一
時
帰
国
援
護
）
の
開
始
（
六
十
二
年
）、
永

住
帰
国
援
護
対
象
者
の
範
囲
拡
大
（
平
成
四
年
、
六
年
、
七
年
）、
再
一
時
帰
国
要
件
緩
和
と
身
元
未
判
明
児
の
一
時
帰
国
の
開

始
（
六
年
）、
一
時
帰
国
の
毎
年
化
（
七
年
）
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
平
成
六
年
に
、
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促

進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
兵
庫
県
へ
の
中
国
残
留
邦
人
の
帰
国
状
況
は
、
表
62
の

と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。

　
永
住
帰
国
し
た
援
護
対
象
者
に
は
、
帰
国
後
の
生
活
基
盤
の
確
立
の
た
め
、
生
活
用
品
等
の
購
入
資
金
と
し
て
家
族
数
や
年

齢
に
応
じ
て
、
国
が
自
立
支
度
金
（
昭
和
六
十
二
年
ま
で
は
帰
還
手
当
で
対
応
）
を
支
給
し
た
。
兵
庫
県
も
知
事
見
舞
金
の
支
給
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や
公
営
住
宅
の
あ
っ
せ
ん
を
継
続
し
て
行
っ
て
い
る
。
昭
和
五

十
九
年
二
月
に
国
は
、中
国
帰
国
孤
児
定
着
促
進
セ
ン
タ
ー（
埼

玉
県
所
沢
市
、
平
成
六
年
四
月
に
中
国
帰
国
者
定
着
促
進
セ
ン
タ
ー

に
改
称
）
を
開
設
し
た
。
同
セ
ン
タ
ー
は
、
帰
国
直
後
の
孤
児

世
帯
に
四
カ
月
間
、
初
歩
的
な
日
本
語
の
習
得
、
生
活
習
慣
の

会
得
、
就
職
指
導
、
就
籍
等
の
集
団
指
導
を
行
う
施
設
で
、
昭

和
六
十
二
年
に
大
阪
を
は
じ
め
全
国
各
地
で
開
設
さ
れ
る
に

至
っ
て
い
る
。
同
セ
ン
タ
ー
退
所
後
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
体
制
の

充
実
強
化
策
と
し
て
、
昭
和
六
十
三
年
度
に
中
国
帰
国
者
の
多

い
全
国
一
五
カ
所
の
都
道
府
県
に
中
国
帰
国
者
自
立
研
修
セ
ン

タ
ー
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
ち
ら
で
は
、
八
カ
月
間
程
度
の
日
本

語
指
導
、
生
活
指
導
、
就
職
指
導
な
ど
が
行
わ
れ
た
。
県
は
、
国
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
昭
和
六
十
三
年
六
月
に
兵
庫
県
福
祉

セ
ン
タ
ー
内
に
中
国
帰
国
者
自
立
研
修
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
た
（
平
成
十
二
年
末
を
も
っ
て
閉
鎖
）。
こ
の
事
業
は
、
兵
庫
県
海

外
同
友
会
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

　
昭
和
六
十
年
に
身
元
未
判
明
孤
児
の
受
入
れ
を
図
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
国
に
お
い
て
身
元
引
受
人
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。

身
元
判
明
孤
児
及
び
残
留
婦
人
で
親
族
の
身
元
引
受
が
困
難
な
こ
と
か
ら
永
住
帰
国
で
き
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
親
族
に
代
わ

る
特
別
身
元
引
受
人
を
あ
っ
せ
ん
す
る
特
別
身
元
引
受
人
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
（
身
元
判
明
孤
児
は
平
成
元
年
度
、
残
留
婦

表62　兵庫県への中国残留邦人の帰国状況

区分 永住帰国者 一時帰国者 計
昭和55年度 8世帯 21名 8世帯 15名 16世帯 36名
　　56年　 7世帯 23名 5世帯 10名 12世帯 33名
　　57年　 2世帯 6名 1世帯 4名 3世帯 10名
　　58年　 4世帯 10名 2世帯 5名 6世帯 15名
　　59年　 2世帯 8名 0世帯 0名 2世帯 8名
　　60年　 3世帯 9名 2世帯 7名 5世帯 16名
　　61年　 8世帯 30名 1世帯 1名 9世帯 31名
　　62年　 9世帯 35名 2世帯 3名 11世帯 38名
　　63年　 10世帯 38名 3世帯 3名 13世帯 41名
平成元年　 7世帯 26名 1世帯 2名 8世帯 28名
　　 2年　 9世帯 35名 1世帯 2名 10世帯 37名
　　 3年　 6世帯 21名 0世帯 0名 6世帯 21名
　　 4年　 7世帯 19名 3世帯 4名 10世帯 23名
　　 5年　 5世帯 15名 1世帯 2名 6世帯 17名
　　 6年　 8世帯 22名 1世帯 2名 9世帯 24名
　　 7年　 0世帯 0名 0世帯 0名 0世帯 0名
�（『共生と平和の世紀をめざして─兵庫の援護50年』より作成）
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人
は
三
年
度
）。
こ
れ
ら
二
つ
の
制
度
は
、
平
成
六
年
制
定
の
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な

帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
下
で
、
七
年
二
月
に
一

体
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
兵
庫
県
で
は
、
平
成
七
年
四
月
の
時
点
で
四
一
人
と
二
団
体
が

身
元
引
受
人
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
た
ほ
か
、
七
年
度
ま
で
に
延
べ
五
三
の
帰
国
者
世
帯

に
対
し
て
二
六
人
（
う
ち
団
体
二
）
の
身
元
引
受
人
を
あ
っ
せ
ん
し
た
。

　
昭
和
五
十
二
年
度
に
創
設
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
引
揚
者
生
活
指
導
員
は
、
六
十
二
年
度

に
自
立
指
導
員
に
改
称
さ
れ
、
従
前
ど
お
り
帰
国
者
の
相
談
・
指
導
等
に
当
た
っ
た
。
兵

庫
県
は
、
平
成
元
年
度
に
国
か
ら
の
委
託
を
受
け
、
知
事
が
自
立
支
援
通
訳
と
中
国
帰
国

者
巡
回
健
康
相
談
の
た
め
の
健
康
相
談
医
を
選
任
し
、
帰
国
者
へ
の
援
護
、
助
言
・
指
導
を
行
う
体
制
を
整
え
た
。
ま
た
、
中

国
引
揚
者
相
談
員
の
派
遣
（
昭
和
五
十
八
年
度
、県
単
独
事
業
）、中
国
引
揚
者
援
護
連
絡
会
議
の
設
置
（
六
十
一
年
度
、県
の
福
祉
部
、

労
働
部
、
都
市
住
宅
部
、
教
育
委
員
会
、
帰
国
者
が
定
着
し
て
い
る
市
町
及
び
自
立
指
導
員
で
構
成
）、
公
共
職
業
安
定
所
や
職
業
訓
練

校
等
と
連
携
し
た
就
労
指
導
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。
昭
和
五
十
年
代
後
半
か
ら
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
に
よ
る
日
本
語
教
室

が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
県
が
自
立
指
導
員
を
講
師
に
派
遣
し
た
。
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